
◆ 間伐材等出荷手続きの流れ 

伐採届の提出・登録申請 

買取金額の受取 

伐採届：伐採する日の９０～３０日前までに提出 
登録申請：出荷する一週間前までに提出 

江津市より「伐採及び伐採後の造林の計画の適合通
知書」、「出荷登録者証」が各々届きます。 

伐採届、森林経営計画に基づき間伐 

出荷先を選択し、事前に連絡  

「伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書」（写
し）の提出、「出荷登録者証」※の提示 
出荷先での注意事項を遵守   

出荷の際は必ず受け取ってください。 

振込先の銀行の登録をします。 
指定した銀行に買取り金額が振り込まれます。 

通知書・登録証の受領 

間伐・集材 

出荷の連絡 

計量伝票の受取 

出   荷 

◆ 間伐材等買取り支援制度の概要 

江津市
では 

江津市では、今まで山林に放置されていた間伐材等の林地残材をバイオマス発電所の燃料に有
効活用するため、間伐材等を買取る支援をしています。 

自ら間伐・チップ工場へ出荷すれば、1ｔあたり6,480円以上の収入が得られます！ 



＜お問い合わせ先＞ 
間伐材の出荷に関してご不明な点、ご相談等ございましたら下記までお問い合わせください。    

 江津市 農林水産課 林業水産係   田中・豊田 
 Tel： ０８５５－５２－７４９３  Fax：０８５５－５２－１３６５ 
 E-mail： norinsuisan-biomass@city.gotsu.lg.jp 

◆ 間伐材等の出荷先 

 間伐材等は下記チップ工場へ出荷することができます。 

 ● 播磨屋林業株式会社 松川事業所 

 TEL：0855-92-1125（桜江本社）  TEL：0855-95-0985 

 ● 邑智郡森林組合 チップ工場 

◆ 外部へ委託する場合  

 間伐材等買取り支援制度を利用したいが、自分では間伐・出荷はできないという森林所有
者の方は、下記の林業事業体へ相談してみてください。 
  
 旧江津市内に森林がある方： 江津市森林組合   TEL：0855-52-2252 
 旧桜江町に森林がある方 ： 邑智郡森林組合   TEL：0855-72-0277 
 江津市内に森林がある方 ： 播磨屋林業株式会社 TEL：0855-92-1125                  

◆ 自分で間伐・出荷をする場合  

 間伐材等買取り支援制度を利用するため、自分で間伐・搬出をしたいがどうやっていいのか
わからない方は、江津市地域資源活用協議会主催の林業・森林研修を受講してみてください。  
 江津市地域資源活用協議会では、チェーンソーで安全に木を伐る方法を学ぶ伐木技術研修や、
伐った木を軽トラックで出荷するための集材技術研修を開催しております。 

伐木技術研修  

集材技術研修  

座学  

丸太切り  

山で立木の伐倒  

目立て  

初心者の方にもわかりや
すく指導します。 
大変好評な研修です。  

どうやったらひとりでも
楽に搬出できるか、じっ
くり考えながら行う研修
です。  

座学・ロープワーク  

PCウインチを用い
て山での搬出作業  

ロープを使って軽ト
ラックへ積み込み  


